
JP 2012-517536 A 2012.8.2

(57)【要約】
　ウェブが、分子配向を有するフィルムを備え、成形装
置が歯の配列を備える、成形装置を用いて前駆体ウェブ
に孔を開ける方法が提供される。歯の配列の配向及びフ
ィルムの分子配向は、歯の配向とフィルムの分子配向と
がなす相対角度を提供するために予め定められ、修正さ
れる。この前駆体ウェブ材料に形成される孔は、最小の
アスペクト比を呈する長さ及び幅を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェブに孔を開ける方法であって、
　ａ．機械方向及び機械横方向を有する前駆体ウェブ材料を提供する工程であって、前記
ウェブが前記機械方向及び前記機械横方向に対して優勢な分子配向を有する、工程と、
　ｂ．第１の部材と第２の部材とを備える成形装置を提供する工程であって、前記第１の
部材が結合部材を備え、前記第２の部材が基底部及び先端からテーパー状に形成された歯
を複数備え、前記歯は前記基底部で前記第２の部材に接合され、それぞれの歯の前記基底
部は横断面幅寸法より大きい横断面長さ寸法を有し、それぞれの歯は、前記歯の前記横断
面長さ寸法が前記ウェブの前記優勢な分子配向に対してゼロより大きい角度をなして配置
されるように配向される、工程と、
　ｃ．前記前駆体ウェブ材料を噛み合い部材に通して移動させる工程であって、前記第２
の部材上の前記歯が前記結合部材を貫通するにつれて前記前駆体ウェブ材料に孔が形成さ
れる、工程と、を含む、方法。
【請求項２】
　前記成形装置が対の逆回転ローラーを備え、前記第１の部材が第１のローラーを備え、
前記第２の部材が、列に配列された前記歯を有する第２のローラーを備え、それぞれの列
は前記第２のローラーの周辺に少なくとも部分的に延在し、前記前駆体ウェブが、前記前
駆体ウェブに孔を形成する前記逆回転ローラーの間に形成されるつかみ部を通って移動す
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のローラーが、前記第２のローラー上の前記歯と前記つかみ部で噛み合う、周
囲方向に延在する隆起部及び溝を備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のローラーが、ブラシを形成する放射状に延在した剛毛を備えていて、これが
前記第２のローラー上の前記歯と前記つかみ部で結合する、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のローラーが加熱される、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記歯が、少なくとも６面を有する全体として錐体形であり、前記面が実質的に三角形
であり、実質的に一点に向かってテーパー状に形成される、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記横断面長さ寸法及び横断面幅寸法が長さ対幅のアスペクト比を画定し、前記アスペ
クト比が少なくとも２．０である、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記歯が、前記第２のローラーの一体的な突起部である、請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　前記優勢な分子配向が前記機械方向にあり、それぞれの歯が前記機械方向に対して約３
０度を超える角度をなして配向される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記前駆体ウェブ材料に形成された前記孔が、４．０未満のアスペクト比を有する、請
求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記方法が、使い捨て吸収性物品製造プロセスにおける単位操作であり、前記方法が、
前記孔を形成した前駆体ウェブを、前記使い捨て吸収性物品製造プロセスへ送る工程を更
に含み、前記前駆体ウェブが、前記使い捨て吸収性物品の構成要素を形成するために変換
される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　ウェブに孔を開ける方法であって、
　ａ．機械方向及び機械横方向を有する前駆体ウェブ材料を提供する工程であって、前記
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ウェブが前記機械方向において優勢な分子配向を有する、工程と、
　ｂ．前記前駆体ウェブを前記機械横方向に塑性変形する工程と、
　ｃ．成形装置を提供する工程と、
　ｄ．前記塑性変形された前駆体ウェブ材料を前記成形装置に通して移動させる工程であ
って、前記成形装置が前記ウェブを貫通してそれに孔を形成する、工程と、を含む、方法
。
【請求項１３】
　前記成形装置が、対の逆回転する噛み合いローラーを備えていてその間につかみ部を形
成し、第１のローラーは周囲方向に延在する隆起部と溝とを備え、第２のローラーは放射
状に延在する貫通部材を備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記貫通部材が、基底部及び先端からテーパー状に形成された歯を複数備え、前記歯が
前記基底部で前記第２のローラーに接合され、前記歯の前記基底部が、横断面幅寸法より
大きい横断面長さ寸法を有する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記方法が、使い捨て吸収性物品製造プロセスにおける単位操作であり、前記方法が、
前記孔を形成した前駆体ウェブを、前記使い捨て吸収性物品製造プロセスへ送る工程を更
に含み、前記前駆体ウェブが、前記使い捨て吸収性物品の構成要素を形成するように変換
される、請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、孔を形成したウェブの作製方法に関する。具体的には、本方法は、最小のア
スペクト比を有する３次元の孔を形成したフィルム、不織布、及びそれらの孔を有する積
層体の作製に使用可能である。
【背景技術】
【０００２】
　孔を形成したウェブは、広範な工業製品及び消費者製品に利用される。例えば、孔を形
成したフィルム又は孔を形成した不織布は、使い捨ておむつのような使い捨て吸収性物品
及び生理用ナプキンなどのような婦人衛生物品における用途で知られている。そのような
物品は、典型的には、流体透過性のトップシートと、流体不透過性の通気性バックシート
と、トップシートとバックシートとの間に配置される吸収性コアと、を有する。孔を形成
したフィルムは、流体透過性のトップシート及び／又は流体不透過性の通気性バックシー
トを形成するために作製され得る。
【０００３】
　２００６年４月２７日付で公開された米国特許出願第２００６／００８７０５３号は、
逆回転の噛み合いローラーのつかみ部を通してウェブ材料を移動させることによって前駆
体ウェブに孔を開けるための方法を開示しており、その第１のローラーは周辺に延在する
隆起部及び溝を備え、第２のローラーは、第２のローラーに基底部で接合された、基底部
から先端に向けてテーパー状に形成された歯を複数備える。歯の基底部は、横断面幅寸法
より大きい横断面長さ寸法を有する。一方のローラーの歯がもう一方のローラー上の溝と
噛み合うにつれて、前駆体ウェブ材料に孔が形成される。このプロセスは、ウェブに孔を
形成するための効率的かつ費用効果の優れた手段を提供するが、孔のサイズ及び形は、第
２のローラーの歯の形及び配向、並びにフィルムを形成する長鎖分子の配向によって制限
される。例えば、押出し成形フィルムは大半の長鎖分子が機械方向に配向される分子配向
を有し、これは、押出し成形フィルムの場合、押出し成形プロセスを通してフィルムが従
う経路である。逆回転ローラーの第２のローラー上の歯の横断面長さもまた、機械方向に
整列する。結果的に、押出し成形フィルムに孔を形成するとき、このプロセスはスリット
に似た孔を生成する傾向がある。用途によってはスリットも許容可能であるが、通常は、
楕円形の穴のような孔が好ましい。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願第２００６／００８７０５３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、フィルムの分子配向の影響を克服することができ、スリットでなくむしろ
楕円形の穴のような孔を生成することができる、フィルム又はフィルム不織布積層体に孔
を生成するためのプロセスが必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ウェブに孔を開ける方法が開示され、このウェブに生成される孔は、スリットでなくむ
しろ楕円形の穴によく類似している。その結果得られるウェブは、改善された流体獲得容
量、圧縮抵抗、及び審美性を呈する。この方法は、機械方向及び機械横方向を有する前駆
体ウェブ材料を提供する工程を含む。この前駆体ウェブは、機械方向及び機械横方向に対
する分子配向を有する。後に、ウェブに孔を形成する対の噛み合い部材に通して、ウェブ
を移動させる。対の噛み合い部材は、隆起部及び溝を有する第１の部材と、基底部及び先
端からテーパー状に形成された複数の歯を有する第２の部材とを備える。歯は、その基底
部で第２の部材と接合される。歯の基底部は、横断面幅寸法より大きい横断面長さ寸法を
有する。歯は、歯の横断面長さ寸法がウェブの優勢な分子配向に対してゼロより大きい角
度をなして配置されるように配向される。孔は、第２の部材の歯が第１の部材の溝と噛み
合うにつれて前駆体ウェブ材料に形成される。孔は、４．０未満、好ましくは３．０未満
のアスペクト比を有する。
【０００７】
　一実施形態では、対の噛み合い部材は対の逆回転の噛み合いローラーを備える。対の噛
み合いローラーは、周囲方向に延在する隆起部及び溝を有する第１のローラーと、第１の
ローラーの溝と噛み合う歯を有する第２のローラーと、を備える。歯は、基底部から先端
へとテーパー状に形成され、横断面幅寸法より大きい横断面長さ寸法を有するその基底部
で第２のローラーと接合される。このウェブ材料は、逆回転の噛み合いローラーのつかみ
部を通して移動され、孔は、一方のローラーの歯がもう一方のローラーの溝と噛み合うに
つれて前駆体ウェブ材料に形成される。
【０００８】
　代替方法は、機械方向において優勢な分子配向を有する前駆体ウェブ材料を提供する工
程と、機械横方向に整列した分子を伴う修正された分子配向を有する塑性変形されたウェ
ブを生成するためにこの前駆体ウェブを機械横方向に塑性変形する工程と、を含む。塑性
変形されたウェブは、それ自体に孔を形成するために、逆回転の噛み合いローラー間に形
成されるつかみ部を通して移動される。１つのローラーの歯は機械方向に配向される。
【０００９】
　この方法は、また、逆回転の噛み合いローラーのつかみ部にウェブ材料を通して移動さ
せる前に、ウェブの塑性変形を選択的場所に限定することによって、ウェブの選択的場所
により多くの開いた区域を有する孔を開けるためにも使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明のプロセスの略図。
【図２】本発明の装置の斜視図。
【図３】図２に示した装置の部分の横断面図。
【図４】本発明のプロセス及び装置の別の実施形態の略図。
【図５】図２又は図８に示した装置の部分の斜視図。
【図６】図９に示した装置の部分の拡大斜視図。
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【図７】図２に示した装置の歯の代替構成の斜視図。
【図８】図２に示した装置の部分の斜視図。
【図９】図１２に示した装置の部分の上面図。
【図１０】図１２に示した装置の部分の平面図。
【図１１】本発明のプロセスによって作製された孔を形成したウェブを大きく拡大した部
分の写真。
【図１２】図１２の孔を形成したウェブの横断面図。
【図１３】本発明のプロセスによって作製された孔を形成したウェブを大きく拡大した部
分の写真。
【図１４】図１４の孔を形成したウェブの横断面図。
【図１５ａ】実施例１の試料１に形成された孔の顕微鏡写真。
【図１５ｂ】実施例１の試料２に形成された孔の顕微鏡写真。
【図１６ａ】実施例２の試料３に形成された孔の顕微鏡写真。
【図１６ｂ】実施例２の試料４に形成された孔の顕微鏡写真。
【図１６ｃ】実施例２の試料５に形成された孔の顕微鏡写真。
【図１６ｄ】実施例２の試料６に形成された孔の顕微鏡写真。
【図１６ｅ】実施例２の試料７に形成された孔の顕微鏡写真。
【図１７】漸増伸長装置の部分の横断面図。
【図１８ａ】実施例４の試料８に形成された孔の顕微鏡写真。
【図１８ｂ】実施例４の試料９に形成された孔の顕微鏡写真。
【図１８ｃ】実施例４の試料１０に形成された孔の顕微鏡写真。
【図１８ｄ】実施例４の試料１１に形成された孔の顕微鏡写真。
【図１９ａ】実施例５の試料１２に形成された孔の顕微鏡写真。
【図１９ｂ】実施例５の試料１３に形成された孔の顕微鏡写真。
【図２０Ａ】様々な代替積層体ウェブ構成の略図。
【図２０Ｂ】様々な代替積層体ウェブ構成の略図。
【図２０Ｃ】様々な代替積層体ウェブ構成の略図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　用語の定義：
　本明細書及び請求項中で使用するとき、用語「含む」は、包括的又は非制限的であって
、列挙されていない追加の要素、構成要素、又は方法工程を排除しない。
【００１２】
　「機械方向」又は「ＭＤ」は、製造プロセス中に移動するウェブの移動方向と平行な方
向である。ＭＤの±４５度以内の方向は、機械方向であると見なされる。
【００１３】
　「機械横方向」又は「ＣＤ」は、ＭＤに実質的に垂直であり、かつウェブによって概し
て画定された平面における方向である。横断方向の４５度以内の方向は、横断方向である
と見なされる。
【００１４】
　本明細書で使用するとき、用語「駆動」は、いずれかのプロセスを意味しており、これ
によって、噛み合う歯と溝により作り出される引張りひずみが、中間のウェブ区域を伸張
させる又は引き伸ばす。そのようなプロセスは、通気性フィルム、伸張性複合材料、孔を
形成した材料、及び非平坦材料を包含する多数の物品の生産に有用であることが見出され
ている。不織布ウェブの場合、伸張は、中間のウェブ区域内で、繊維の再配向、坪量の低
下、及び／又は制御された繊維破壊を引き起こすことができる。一般的な駆動方法は、例
えば、リングロール加工として当該技術分野において既知のプロセスである。
【００１５】
　本明細書で使用するとき、用語「駆動部材」は、駆動を実行するための歯及び溝を包含
する装置を意味する。
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【００１６】
　本明細書で使用するとき、用語「変形域」は、対向する駆動部材の歯と溝が噛み合って
駆動を引き起こす区域を意味する。
【００１７】
　本明細書で使用するとき、用語「パス長さ」は、対向する駆動部材の噛み合っている歯
と溝により形成される変形域の長さを意味する。
【００１８】
　本明細書で使用するとき、「係合深さ」は、対向する駆動部材の噛み合っている歯と溝
が相互の中へ延びる程度を意味する。
【００１９】
　本明細書で使用するとき、用語「不織布ウェブ」は、間に入れられた、しかし織布又は
編まれた布地内のような繰り返しのパターン内ではなく、通常無作為に配向された繊維を
有さない、個々の繊維又は糸の構造を有するウェブを指す。不織布ウェブ又は布地は、多
数のプロセスで形成されており、例えば、メルトブロープロセス、スパンボンドプロセス
、ハイドロエンタングリング、及びカーディング熱接着を包含するカードウェブ接着プロ
セスなどがある。不織布布地の坪量は、通常、１平方メートル当たりのグラム数（ｇｓｍ
）で表される。積層体ウェブの坪量は、構成要素層及びいずれか他の付加構成要素の組み
合わせ坪量である。繊維直径は、通常、マイクロメートルで表されるが、繊維寸法は、繊
維の単位長さ当りの重量の単位である、デニールでも表すことができる。本発明での使用
に好適な積層体ウェブの坪量は、ウェブの最終用途に依存するが、６ｇｓｍ～４００ｇｓ
ｍの範囲にすることができる。例えば、ハンドタオルとして使用する場合、第１及び第２
の両ウェブとも、１８ｇｓｍ～５００ｇｓｍの坪量を有する不織布ウェブにすることがで
きる。
【００２０】
　不織布ウェブの構成繊維は、ポリマーの繊維にすることができ、並びにモノコンポーネ
ント、バイコンポーネント、及び／又は２構成、非円形（例えば、毛管チャネル繊維）に
することができ、並びに０．１～５００マイクロメートルの範囲の主要横断面寸法（例え
ば、丸繊維の場合には直径）を有することができる。不織布ウェブの構成繊維は、また、
化学（例えば、ＰＥ及びＰＰ）、構成成分（モノ－及びビス－）、デニール（マイクロデ
ニール及び＞２０デニール）、形（すなわち、毛管及び丸）などのような特徴において異
なる、異なる繊維タイプの混合物であってもよい。構成繊維は、約０．１デニール～約１
００デニールの範囲にすることができる。
【００２１】
　本明細書で使用するとき、「スパンボンド繊維」は、紡糸口金の微細で通常は円形の複
数の毛管から溶融した熱可塑性材料をフィラメントとして押し出し、押し出されたフィラ
メントの直径をその後急激に縮径させることによって形成される、比較的小径の繊維を指
す。スパンボンド繊維は、収集表面に沈着するとき、一般に粘着性がない。スパンボンド
繊維は、一般に連続しており、及び７マイクロメートルより大きい、より具体的には約１
０～４０マイクロメートルの（少なくとも１０のサンプルからの）平均直径を有する。
【００２２】
　本明細書で使用するとき、用語「メルトブローイング」とは、溶融した熱可塑性材料を
、微細で通常は円形の複数の金型毛管を通して、通常は加熱された収束する高速気体（例
えば、空気）流の中へ、溶融糸又はフィラメントとして押し出し、この気体流により溶融
した熱可塑性材料のフィラメントを細らせてその直径を縮小することによって、繊維が形
成されるプロセスを指しており、直径がマイクロファイバー直径となることもある。その
後、メルトブローン繊維は、高速気体流により運ばれて、多くはまだ粘着性であるうちに
、収集表面上に沈着され、無作為に分散されたメルトブローン繊維のウェブを形成する。
メルトブローン繊維は、連続していても連続していなくてもよい、及び平均直径が一般に
１０マイクロメートルよりも小さい、マイクロファイバーである。
【００２３】
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　本明細書で使用するとき、用語「ポリマー」には、一般にホモポリマー、コポリマー（
ブロック、グラフト、ランダム、及び交互性コポリマーなど）、ターポリマーなど、並び
にこれらの混合物及び修飾物が含まれるが、これらに限定されない。更に、特に限定しな
い限り、用語「ポリマー」とは、材料のあらゆる可能な幾何学的構成を含む。その構成と
しては、アイソタクチック、アタクチック、シンジオタクチック、及びランダム対称が挙
げられるが、これらに限定されない。
【００２４】
　本明細書で使用するとき、用語「モノコンポーネント」繊維とは、１つのポリマーのみ
を使用して１つ以上の押出成形機から形成される繊維を指す。これは、１つのポリマーか
ら形成されているが、着色、静電気防止特性、潤滑、親水性などのために、少量の添加剤
が添加された繊維を除外することを意味しない。これらの添加剤、例えば着色用の二酸化
チタンは、一般に約５重量％未満、より一般的には約２重量％未満の量で存在する。
【００２５】
　本明細書で使用するとき、用語「バイコンポーネント」繊維は、別個の押出成形機から
押し出されるが、共に紡糸されて１つの繊維を形成する、少なくとも２つの異なるポリマ
ーから形成される繊維を指す。バイコンポーネント繊維はまた、複合繊維又は多成分繊維
と呼ばれることもある。複数個のポリマーは、バイコンポーネント繊維の横断面にわたっ
て実質的に一定に位置付けされる異なる区域内に配置され、バイコンポーネント繊維の長
さに沿って連続して延びる。かかるバイコンポーネント繊維の形状は、例えば、１つのポ
リマーが別のポリマーにより包囲されるシース／コア配置であってもよく、又はサイド・
バイ・サイド配置、パイ型配置、又は「海島型」配置であってもよい。
【００２６】
　本明細書で使用するとき、用語「２構成繊維」は、同じ押出成形機からブレンドとして
押し出される少なくとも２つのポリマーから形成された繊維を指す。２構成繊維は、繊維
の横断面積を横切って比較的一定に位置付けされる異なる区域内に配置された様々なポリ
マー構成成分を有するものではなく、様々なポリマーは通常、繊維の全長に沿って連続で
はなく、代わりに、通常は、無作為に開始及び終了する繊維を形成する。２構成繊維はま
た、多構成成分繊維と呼ばれることもある。
【００２７】
　本明細書で使用するとき、用語「丸形でない繊維」は、丸形でない横断面を有する繊維
について説明し、「成形繊維」及び「毛管チャネル繊維」を含む。かかる繊維は中実又は
中空であり得、それらは、３葉形、デルタ形であり得、外側表面上に毛管チャネルを有す
る場合がある繊維である。毛管チャネルは、「Ｕ形」、「Ｈ形」、「Ｃ形」、及び「Ｖ形
」など多様な横断面形が可能である。好ましい１つの毛管チャネル繊維は、Ｆｉｂｅｒ　
Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（テネシー州Ｊｏｈｎｓｏｎ　Ｃｉｔ
ｙ）から入手可能な４ＤＧ繊維と称されるＴ－４０１である。Ｔ－４０１繊維は、ポリエ
チレンテレフタレート（ＰＥＴポリエステル）である。
【００２８】
　本明細書で使用するとき、用語「分子配向」は、特定の方向に沿って高分子鎖又は結晶
が位置する度について説明する。
【００２９】
　本明細書で使用するとき、用語「優勢な分子配向」は、特定の方向に沿って高分子鎖の
大半が位置する度を説明する。
【００３０】
　本明細書で使用するとき、用語「塑性変形」は、変形を引き起こす負荷が取り除かれた
後に材料に残る変形である。塑性変形は、材料の弾性限度を越える恒久的な変形部である
。
【００３１】
　本明細書において開示される全ての数値範囲に関して、本明細書全体を通じて記載され
るあらゆる最大数値限定は、それより小さいあらゆる数値限定を、そのような小さい数値
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限定が本明細書に明示的に記載されているかのように包含すると理解すべきである。加え
て、本明細書全体を通じて記載されるあらゆる最小数値限定は、それより大きいあらゆる
数値限定を、そのような大きい数値限定が本明細書に明示的に記載されているかのように
包含する。更に、本明細書全体を通じて記載されるあらゆる数値範囲は、そのようなより
広い数値範囲内に入るあらゆるより狭い数値範囲を包含し、並びにその数値範囲内のそれ
ぞれの個々の数値をも、そのようなより狭い数値範囲及び個々の数値が全て、あたかも本
明細書に明示的に記載されているかの如く包含するものである。
【００３２】
　本発明は、孔を形成したウェブを作製するために使用される方法及び装置に関して説明
する。この孔を形成したウェブは、フィルムと不織布とを含む孔を形成したフィルム又は
積層体であることができる。孔は、マイクロ孔及びマクロ孔を含むことができ、前者は、
通常の屋内照明で約１メートルの距離から観察者の裸眼に実質的に不可視であり、後者は
そのような条件下で可視である。マイクロ孔及び／又は他のエンボス加工又は非平滑化加
工は、本発明の装置によってプロセスする前に形成することができる。孔を形成したウェ
ブは、包帯、包装材、失禁用具、おむつ、生理用ナプキン、パンティライナー、タンポン
、及び痔治療パッドのような使い捨て吸収性物品、並びに例えば床掃除シート、身体拭き
シート、洗濯シートのような他の消費者製品に使用することができる。加えて、本発明の
ウェブは、自動車、農業、電気、又は工業用途の穿孔ウェブとしても利用することができ
る。
【００３３】
　本発明の１つの装置の概略図を図１に示す。前駆体ウェブ２０は成形装置１５０を機械
方向（ＭＤ）に移動させ、孔６が形成されて、孔を形成したウェブ１を生成する。前駆体
ウェブ２０は、供給ロール１５２（若しくは、複合的なウェブ積層体の場合に必要な複数
の供給ロール）、又は、フェストゥーンウェブのような、当該技術分野において既知の他
の任意の供給手段から供給することができる。一実施形態では、前駆体ウェブ２０は、高
分子フィルム押出成形機のようなウェブ作製装置から直接供給することができる。形成後
、保管のため及び他の製品の構成要素として更にプロセスするために、孔を形成したウェ
ブ１を供給ロール１６０に巻き取ることができる。あるいは、使い捨て吸収製品のような
完成品に組み込むための変換作業を含む、更なる後プロセスへ孔を形成したウェブ１を直
接送ってもよい。
【００３４】
　図１に示されているように、孔を形成したウェブ１は、第１の表面１２と第２の表面１
４とを有する概ね平面の２次元前駆体ウェブ２０から形成することができる。前駆体ウェ
ブ２０は、高分子フィルムでもよく、又は高分子フィルムと不織布ウェブとの積層体でも
よい。第１の表面１２は、前駆体ウェブ２０の第１の側面、及び孔を形成したウェブ１の
第１の側面に相当する。第２の表面１４は、前駆体ウェブ２０の第２の側面、及び孔を形
成したウェブ１の第２の側面に相当する。一般に、「側面」という用語は、本明細書では
、フィルムのような概ね２次元のウェブの２つの主表面を説明する用語の一般的な使い方
で用いられる。当然、複合又は積層体構造物では、孔を形成したウェブ１の第１の表面１
２は、最も外側の層又はプライの一方の第１の側面であり、第２の表面１４は、他方の最
も外側の層又はプライの第２の側面である。
【００３５】
　前駆体ウェブ２０は、高分子フィルムウェブであることができる。一実施形態では、前
駆体ウェブ２０は、当該技術分野で既知の使い捨て吸収性製品のトップシートとしての使
用に好適な高分子ウェブであり得る。高分子フィルムウェブは、変形可能であることがで
きる。本明細書で使用するとき、変形可能な材料とは、弾性限度を超えて伸張させると、
新たに形成された形態を実質的に保持する材料を説明する。このような変形可能な材料は
、ホモポリマー及びポリマーブレンドのように、化学的に均質であっても不均質であって
もよく、平面シート又は積層体のように、構造的に均質であっても不均質であってもよく
、又は、これらの材料のいずれかの組み合わせであってもよい。本発明のプロセスは、高
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分子フィルムを含む材料の形成に使用される。そのような材料としては、単独の高分子フ
ィルム、又は高分子フィルムと不織布など他の材料とを含む積層体が含まれる。
【００３６】
　本発明のプロセスに利用される変形可能な高分子フィルムウェブは、例えば、結晶質構
造における変化又は固体から溶融状態への変化のような、材料の固体状態の分子構造にお
ける変化が生じる形質転換温度範囲を有することができる。結果として、上記の形質転換
温度範囲では、材料の特定の物理的特性が実質的に変化する。熱可塑性半結晶質フィルム
では、形質転換温度範囲は、超えるとポリマーがゴム状になり破壊せずに弾性変形又は塑
性変形をすることが可能な、フィルムのガラス転移温度範囲か、又は、超えるとフィルム
が溶融状態になり実質的にそれまでの全ての熱機械的履歴を失う、フィルムの溶解温度範
囲である場合がある。
【００３７】
　高分子フィルムウェブは、そのポリマーの組成及び温度に左右される特徴的なレオロジ
ー特性を有する熱可塑性ポリマーを含むことができる。ガラス転移温度よりも低い温度に
おいては、そのような熱可塑性ポリマーはかなり硬く剛性で、しばしば脆性であり得る。
ガラス転移温度未満よりも低い温度においては、分子は、堅く固定された位置にある。ガ
ラス転移温度よりも高いが、溶融温度範囲よりも低い温度においては、熱可塑性ポリマー
は粘弾性を呈する。この温度範囲では、熱可塑性材料は一般に、ある程度の結晶化度を有
し、概ね可撓性であり、力を受けると、ある程度変形可能である。このような熱可塑性物
質の変形性は、変形速度、変形量（寸法的な量）、変形する時間の長さ、及び温度によっ
て決まる。一実施形態では、本発明のプロセスを利用して、この粘弾温度範囲の範囲内の
特に熱可塑性フィルムである、熱可塑性ポリマーを含む材料を形成することができる。
【００３８】
　高分子フィルムウェブは、特定の量の延性を含むことができる。延性とは、本明細書で
使用するとき、材料が破損（破裂、破断、又は分離）する前に、材料を変形さたせときに
起こる恒久的かつ回復不能な塑性ひずみの量である。延性は、材料に付加されるひずみの
率に依存する。本発明のプロセスで形成される材料は、少なくとも約１０％、又は少なく
とも約５０％、又は少なくとも約１００％、又は少なくとも約２００％、又は少なくとも
約５００％の最低延性を有することができる。
【００３９】
　本発明で利用される高分子フィルムウェブは、ポリオレフィン、ナイロン、ポリエステ
ルなどのようなフィルムとして通常は押出し成形又は鋳造される材料を含むことができる
。このようなフィルムは、ポリエチレン、低密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレン
、ポリプロピレン、並びに、これらの材料をかなりの割合で含むコポリマー及びブレンド
のような熱可塑性材料であることができる。このようなフィルムを表面改質剤で処理して
、ロータス効果を付与するなど、親水性又は疎水性特性を付与することができる。高分子
フィルムウェブは、単層又は多層の平らなフィルムであってもよい。後述されているよう
に、高分子フィルムウェブは、非平滑化するか、エンボス加工か、又は別の方法で、完全
に平らかつ平面的な構成から変えることができる。
【００４０】
　高分子フィルムの物理的特性、特に弾性率は、特定の方向に沿って高分子鎖が位置する
度として先に定義した高分子の分子配向に依存する。フィルムの分子配向は、ＡＳＴＭの
Ｄ２７３２－０３の方法によって決定することができる。本試験方法は、厚さ０．７６ｍ
ｍ（０．０３０インチ）以下のプラスチックフィルム及びシートの所与の試料の温度での
ひずみのない線状熱収縮の程度の決定を行う。優勢な分子配向を有するフィルム試料は、
優勢な分子配向の方向に主に収縮し、それに対して垂直の方向の収縮の程度は、より小さ
い。
【００４１】
　２軸配向された高分子フィルムは、ＭＤ及びＣＤに対して実質的にランダムな配向を有
する。「実質的にランダムな分子配向」とは、フィルム加工中の条件のために、ＭＤに配
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向される長鎖分子の量がＣＤにおけるそれより有意に高くないことを意味する。言い換え
れば、ＭＤにおける長鎖分子の数とＣＤにおける長鎖分子の数がほぼ同じである。結果と
して、ランダムな分子配向を有するフィルムは、弾性率、ＭＤ、及びＣＤのような性状の
類似を呈することができる。吹き込みフィルムは、２軸配向の高分子フィルムの例である
。これと対照的に、優勢な分子配向を有するフィルムは、特定の方向に配向された長鎖分
子をより多く有する。例えば、押出し成形フィルムは、ＣＤよりＭＤに配向された長鎖分
子をより多く有することができる。鋳造フィルムは、ＭＤに優勢な分子配向を有するフィ
ルムの例である。高分子フィルムの分子配向は、フィルムを加熱すること及び／又は塑性
変形させることによって変更することができる。例えば、ＭＤに優勢な分子配向を有する
フィルムは、ひずみを与えてＣＤに塑性変形し、長鎖ポリマーの配向を変更して２軸又は
ＣＤ配向の高分子フィルムにすることができる。
【００４２】
　前駆体ウェブ２０は、２つ以上の前駆体ウェブの複合体又は積層体であってもよく、例
えば高分子フィルムと不織布との組み合わせを含むことができる。不織布ウェブ又は布地
は、例えば、エアレイイングプロセス、メルトブローイングプロセス、スパンボンディン
グプロセス、水流交絡プロセス、スパンレーシングプロセス、及びカードウェブ接着プロ
セスのような多くの既知のプロセスから形成されてきた。また、多重ビームスパンボンド
プロセスによって作製されるスパンボンド－メルトブローン－スパンボンド（ＳＭＳ）ウ
ェブ及び同様の物（例えば、ＳＭＭＳ、ＳＳＭＳ）のような多層ウェブを利用してもよい
。それぞれの構成要素（すなわち、スパンボンド又はメルトブローンの構成要素）が同じ
ポリマーである必要はない。したがって、ＳＭＳウェブでは、スパンボンド及びメルトブ
ローンの層が同じポリマーを含む必要はない。
【００４３】
　不織布ウェブの構成繊維は、ポリマー繊維であることができ、モノコンポーネント、バ
イコンポーネント、及び／又は２構成繊維、中空繊維、非丸形状繊維（例えば、成形（例
えば、３葉）繊維、又は毛管路繊維）であることができ、０．１～５００マイクロメート
ルの範囲の１マイクロメートル刻みの値の主要横断面寸法（例えば、丸形状繊維の直径、
楕円形状繊維の長軸、不規則形状の最長直線寸法）を有することができる。
【００４４】
　前駆体ウェブ２０は、例えば、放射加熱、強制空気加熱、対流加熱によって、又は油加
熱したローラー全体の加熱によってなど、当該技術分野において既知の手段によって予熱
することができる。前駆体ウェブ２０には、しるし、デザイン、ロゴ、又は他の可視若し
くは不可視の印刷パターンを予め印刷してもよい。例えば、デザイン及び色を、インクジ
ェット印刷、グラビア印刷、フレキソ印刷、又はオフセット印刷のような当該技術分野に
おいて既知の手段によって印刷して、前駆体ウェブ２０の少なくとも部分の色を変えるこ
とができる。印刷に加えて、前駆体ウェブ２０を界面活性剤、ローション、接着剤などの
ようなコーティングで処理してもよい。前駆体ウェブ２０の処理は、噴霧、スロットコー
ティング、押出加工、又は別の方法で片方又は両方の表面にコーティングを塗布するなど
、当該技術分野において既知の手段によって実現することができる。
【００４５】
　供給ロール１５２が図１の矢印で示されている方向に回転すると、前駆体ウェブ２０は
、様々なアイドラーローラー、張力制御ローラーなど（これらのいずれも図示せず）のい
ずれかの上又は周囲を含め、当該技術分野において既知の手段によって、機械方向で、対
の逆回転の噛み合いロール１０２及び１０４から形成されるつかみ部１１６に移動する。
対の噛み合いロール１０２及び１０４は、ウェブ２０に孔を形成して、孔を形成したウェ
ブ１を形成するように動作する。噛み合いロール１０２及び１０４を図２により詳細に示
す。
【００４６】
　図２を参照すると、孔を形成したウェブ１に孔を開けるための成形装置１５０の部分が
より詳細に示されている。装置１５０のこの部分は、図２では成形装置１００として示さ
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れており、それぞれが軸Ａの周囲を回転する対のスチール製噛み合いロール１０２及び１
０４を備え、軸Ａは平行であり、かつ同一平面にある。成形装置１００は、以下に図８に
関して詳細に示されるように、一定の回転角度にかけてロール１０４上に前駆体ウェブ２
０が残るように設計することができるが、図２は、前駆体ウェブ２０が成形装置１００上
のつかみ部１１６を通って真っ直ぐに進み、孔を形成したウェブ１として出るにつれて原
則的に何が起きるかを示す。したがって、図２は、つかみ部１１６に真っ直ぐに入り真っ
直ぐに出て来る孔を形成したウェブ１を示しているが、つかみ部１１６より前（前駆体２
０に関して）又は後（孔を形成したウェブ１に関して）に、既定の回転角度にかけて前駆
体ウェブ２０又は孔を形成したウェブ１をロール１０２又は１０４のいずれかに部分的に
巻くことも可能である。例えば、つかみ部１１６を出た後、既定の回転角度にかけて孔を
形成したウェブ１をロール１０４に巻くように導いて、図８に示すように、ロール１０４
の歯１１０上に孔が静止して「嵌った」まま残るようにすることができる。
【００４７】
　ローラー１０２及び１０４は、スチール製でもアルミニウム製でもよい。一実施形態で
は、ローラーはステンレススチールで作製することができる。概して、ローラー１０２及
び１０４は、耐食性かつ耐摩耗性のスチールで作製することができる。
【００４８】
　ロール１０２は、ロール１０２の周辺全体をとぎれずに取り巻いて延びていることがで
きる、複数の隆起部１０６と対応する溝１０８とを含むことができる。いくつかの実施形
態では、孔を形成したウェブ１において、どの種類のパターンが望ましいかに応じて、ロ
ール１０２は、隆起部１０６の一部又は全部が周囲方向に連続的でなく、割れ目又は間隙
を有するように、例えば、エッチング、ミリング、又はその他の機械加工などにより、一
部が除去されている隆起部１０６を含むことができる。割れ目又は間隙は、円又は菱形の
ような単純な幾何学パターンを含むパターンを形成するように配列されてもよいが、ロゴ
及び商標のような複雑なパターンを含んでもよい。一実施形態では、ロール１０２は、後
に詳述するロール１０４の歯１１０と同様の歯を有することができる。このように、孔を
形成したウェブ１の両側に、外向きに延びている部分を有する３次元の孔を有することが
可能である。孔に加えて、ロゴ及び／又はデザインを描いたエンボス加工のテクスチャー
のマクロパターンを含む、ウェブ１の孔の様々な平面外のマクロ区域を作製することがで
きる。代替実施形態では、ロール１０２の外面は、結合するロール１０４上の歯が２つの
ロールの間に形成されたつかみ部を貫通することを可能にするゴムのようなブラシ又は弾
性材を含むことができる。
【００４９】
　あるいは、ロール１０２の代わりに、１９９８年９月８日付でＪｏｕｒｄｅらに発行さ
れた米国特許第５，８０２，６８２号に開示されているようなブラシコンベヤを使用して
もよい。この実施形態では、結合するロール１０４上の歯と結合するようにブラシコンベ
ヤを配列して、ロール１０４とブラシコンベヤとの間に形成されたつかみ部で歯がブラシ
を貫通するようにすることができる。
【００５０】
　ロール１０４はロール１０２に類似しているが、円周全体にとぎれずに延出することが
できる隆起部を有さず、ロール１０４は、ロール１０４の少なくとも一部分の周りに離間
した関係で延出する、周囲方向に離間した歯１１０の列となるように修正された、周囲方
向に延出する複数個の隆起部の列を具備する。ロール１０４の歯１１０の個々の列は、対
応する溝１１２により分離される。作動中、ロール１０２及び１０４は、ロール１０２の
隆起部１０６がロール１０４の溝１１２内まで伸張し、ロール１０４の歯１１０がロール
１０２の溝１０８内まで伸張するように噛み合う。噛み合わせが、以下で議論される、図
７の横断面表示内で極めて詳細に示される。ロール１０２及び１０４の両方又はいずれか
を、熱油入ローラー又は電気加熱ローラーを組み込むことによるなど、当該技術分野にお
いて既知の手段によって加熱することができる。あるいは、ロールの両方又はいずれかを
、表面対流によって、又は表面放射によって加熱してもよい。
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【００５１】
　歯１１０は、ローラー１０４と接合することができる。「接合」とは、溶接、圧縮嵌め
合い、又は別の方法で歯を接合して取り付けることができることを意味する。しかし、「
接合」には、ローラー１０４から余分な材料を取り除くことによって機械加工された歯の
場合のような一体的な取り付けも含まれる。歯１１０がローラー１０４に接合される位置
は、その基底部である。基底部に平行な任意の横断面の位置で、それぞれの歯は非丸形の
横断面区域を有することができる。周辺方向において、横断面区域の横断面長さ（下記の
ように歯の長さに対応する）は、横断面区域の中心でその長さ寸法に垂直に測定された横
断面の幅の少なくとも２倍である。代替実施形態では、歯は、円筒形、矩形、又は、対応
する望まれる孔の形に依存する他の形のピンを備えることができる。
【００５２】
　隆起部１０６及び代表的な歯１１０を含む噛み合いロール１０２及び１０４の部分の横
断面が図３に示されている。図示されるように、歯１１０は、歯高ＴＨ（ＴＨは、隆起部
１０６高さにも適用され得ることに留意すること、好ましい実施形態において、歯高及び
隆起部高さは等しい）、並びにピッチＰと示される歯間間隔（又は隆起部間間隔）を有す
る。図示されているように、係合深さ（ＤＯＥ）Ｅは、ロール１０２及び１０４の噛み合
い度の測定値であり、隆起部１０６の先端から、歯１１０の先端までを測定したものであ
る。係合深さＥ、歯高ＴＨ、及びピッチＰは、本発明の前駆体ウェブ２０の特性及び孔を
形成したウェブ１の所望の特徴に応じ、所望によって変えることができる。例えば、概し
て、ウェブ１の火山形構造物８又は孔６の密度をより高くするためには、以下に説明する
ように、ピッチはより小さくあるべきであり、かつ歯の横断面長さＴＬ及び歯間隔距離Ｔ
Ｄもより小さくあるべきである。
【００５３】
　また、孔を形成したウェブ１の特性及び特徴を変化させるために、歯１１０のサイズ、
形、配向、及び間隔をロール１０４の周辺及び幅に沿って変えてもよいことも想到される
。
【００５４】
　加えて、ローション、インク、界面活性剤などのような物質を、つかみ部１１６に入る
前の又は後の孔を形成したウェブ１に、スプレー、コーティング、スロットコーティング
、押出し、又は別の方法で適用することができる。そのような処理の適用のための当該技
術分野において既知の任意のプロセスを利用することができる。
【００５５】
　一実施形態では、孔を形成したウェブ１は、図４に示すような装置２００を通して前駆
体ウェブ２０を加工することによって形成することができる。装置２００のマルチローラ
ー配列は、孔を形成したウェブ１が既定の回転角にかけて歯付きローラー１０４と接触し
たままになる既定の滞在時間を提供するように設計される。回転角は、フィルムのタイプ
、ローラーの温度、及びウェブの移動速度に依存して最適化することができるが、概して
、巻きの角度は少なくとも部分的に、結合するローラーの相対的サイズに依存して少なく
とも１０度、最高約２７０度以上であることができる。図のように、上記の図１で装置１
５０のローラー１０２に関して説明したように、前駆体２０は、ローラー１０５を導くた
めに様々なガイドローラー及び引張部材（図示せず）の周囲で及びロール１０２Ａ上に導
くことができる。ローラー１０２Ａを加熱して、火山形構造物８及び孔６の形成を助けて
もよい。一実施形態では、ローラー１０２を約９３℃（２００°Ｆ）に加熱することがで
きる。
【００５６】
　図４に示すように、前駆体ウェブ２０は、噛み合いローラー１０４と１０２Ａとの相互
係合によって形成されるつかみ部１１６Ａに入る。装置２００のローラー１０４は、図１
の装置１５０に関して上述したような歯付きローラーであることができる。前駆体ウェブ
２０がつかみ部１１６Ａを通過するにつれて、ローラー１０４上の歯１１０は、前駆体ウ
ェブ２０を内に及び／又は通って圧して貫通して、火山形構造物８及び孔６を形成する。
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次に、孔を形成したウェブ１は、ローラー１０４とローラー１０２Ｂとの相互係合によっ
て形成されたつかみ部１１６Ｂに到達するまで、回転ローラー１０４との固定接点を維持
する。ローラー１０２Ｂは、上記の図１の装置１５０のローラー１０２に関して説明した
ような隆起部及び溝を有することができる。
【００５７】
　つかみ部１１６Ｂを出るにつれ、孔を形成したウェブ１はローラー１０４から離れてロ
ーラー１０２Ｂ上へと導かれ、必要に応じて様々なガイドローラー１０５を越えてから、
更なるプロセス、搬送、又は工業製品への組み込みのための配置のために巻き取られる。
一実施形態では、孔を形成したウェブ１は、生理用ナプキンのための製造プロセスに送ら
れ、孔を形成したウェブ１は、トップシートとしてプロセスに供給され、バックシートウ
ェブのような他の構成要素と接合され、最終形状に切断され、包装され、小売販路へと出
荷される。別の実施形態では、ウェブはおむつ製品の製造プロセスに送られ、孔を形成し
たウェブ１はバックシートとしてプロセスに供給され、トップシートのような他の構成要
素と接合される。
【００５８】
　ローラー１０４から剥離される際に孔を形成したウェブ１が歯１１０にくっつく傾向が
ある場合は、多様な加工助剤を必要に応じて加えることができる。例えば、シリコーン又
はフッ化炭素のようなくっつき防止処理を加えることができる。様々な潤滑剤、界面活性
剤、又は他の加工助剤を前駆体ウェブ２０又はローラー１０４に加えることができる。ウ
ェブをローラーから取り外すのを助ける他の方法としては、エアナイフ又はブラッシング
が挙げられる。一実施形態では、ローラー１０４は、ウェブの取り外しのポイントでロー
ラー１０２Ｂ上に正空気圧をもたらすために内部チャンバ及び手段を有することができる
。概して、ローラー１０４からローラー１０２Ｂへの移動の制御は、ウェブ速度、相対ロ
ーラー速度（すなわち、ローラー１０４とローラー１０２Ｂの接線速度）、ウェブ張力、
及び相対摩擦係数の影響を受ける。当業者に既知のようにこれらのパラメータのそれぞれ
を変更して、孔を形成したウェブ１のローラー１０２Ｂへの望ましい移動を確保すること
ができる。
【００５９】
　図４に示すような装置を有することによる利益は、孔を形成したウェブ１がローラー１
０４の歯１１０と接触して「入れ子になる」時間が延長されることである。このようにし
て、火山形構造物８及び孔６は、硬化までの追加的な時間を有することになり、ローラー
１０４から取り外された後に３次元構成を維持する可能性が高くなる。理論に束縛される
ことなく、ローラー１０４の周辺、ローラー１０２Ａ、１０４、及び／又は１０２Ｂの温
度、並びにローラーの摩擦係数を調整することによって、このより長い滞在時間を利用し
、孔を形成したウェブ１が加工され得るライン速度を増して、恒久的な３次元の火山形構
造物８を作製することができると考えられる。ローラー１０２Ａ、１０４、及び／又は１
０２Ｂの温度は全て同じ温度でもよく、あるいは、異なる温度でもよい。例えば、ローラ
ー１０２Ｂを室温以下にする一方で、ローラー１０２Ａ及び１０４を加熱することができ
る。加えて、様々なローラーの速度を同じ速度に維持してもよく、あるいは、ローラーに
よって異なる速度を確立してもよい。
【００６０】
　上述したような装置１５０又は２００のローラーのいずれかを加熱する場合、熱膨張を
考慮するように注意しなければならない。一実施形態では、図３に示されている寸法、及
び本明細書に記載されている寸法は動作温度における寸法であり、隆起部、溝、及び／又
は歯の寸法は、熱膨張を考慮して機械加工される。
【００６１】
　図５は、孔を形成したウェブ１を作製するのに有用な、複数の歯１１０を有するローラ
ー１０４の一実施形態の一部を示す。図６は、図５に示した歯１１０の拡大図である。図
６に示されるように、それぞれの歯１１０は、基底部１１１、歯先端１１２、前縁ＬＥ、
及び後縁ＴＥを有する。歯先端１１２は、概ね尖っているか、鈍く尖っているか、又は別



(14) JP 2012-517536 A 2012.8.2

10

20

30

40

50

の方法で前駆体ウェブ２０を伸張及び／又は穿刺するように成形される。歯１１０は、概
ね平らなブレードのような形状を有することができる。すなわち、横断面が概ね円形の丸
いピンのような形状とは対照的に、歯１１０は、一方を伸ばされて、概ね非円形の細長い
横断面形状を有することができる。例えば、その基底部１１１において、歯１１０の横断
面は、少なくとも２つ、又は少なくとも約３つ、又は少なくとも約５つ、又は少なくとも
約７つ、又は少なくとも約１０、又はそれ以上のＴＬ／ＴＷの歯のアスペクト比ＡＲを呈
する歯の長さＴＬ及び歯の幅ＴＷを有し得る。一実施形態では、横断面寸法のアスペクト
比ＡＲは、歯高に対して実質的に一定のままである。
【００６２】
　ローラー１０４の一実施形態では、歯１１０は、歯１１０の基底部１１１にて前縁ＬＥ
から後縁ＴＥまで概ね測定される、約１．２５ｍｍの均一横断面長さ寸法ＴＬと、基底部
にて周辺長さ寸法に対して概ね垂直に測定される、約０．３ｍｍの歯の横断面幅ＴＷとを
有し得る。歯は、約１．５ｍｍの距離ＴＤをおいて周囲方向に互いから均等に離間し得る
。前駆体ウェブ２０から、約５ｇｓｍ～約２００ｇｓｍの範囲の坪量を有する柔らかい繊
維状の３次元の孔を形成したウェブ１を作製するために、ロール１０４の歯１１０は、約
０．５ｍｍ～約３ｍｍの範囲の長さＴＬ、約０．３ｍｍ～約１ｍｍの歯幅ＴＷ、約０．５
ｍｍ～約３ｍｍの間隔ＴＤ、約０．５ｍｍ～約１０ｍｍの範囲の歯高ＴＨ、及び約１ｍｍ
（０．０４０インチ）～２．５４ｍｍ（０．１００インチ）のピッチＰを有することがで
きる。係合深さＥは、約０．５ｍｍ～約５ｍｍ（最高で歯高ＴＨに近づくまで）であり得
る。
【００６３】
　当然、係合深さＥ、ピッチＰ、歯高ＴＨ、間隔ＴＤ、及び歯横断面長さＴＬは、孔６の
所望のサイズ、間隔、及び面密度（孔を形成したウェブ１の単位面積当たりの孔６の数）
を達成するために、それぞれ互いに独立に変えられてもよい。例えば、生理用ナプキン及
び他の吸収性物品に使用するのに好適な孔を形成したフィルム及び不織布を作製するため
に、基底部における歯の横断面長さＴＬは、約２．０３２ｍｍ～約３．８１ｍｍの範囲で
あり得、歯幅ＴＷは、約０．５０８ｍｍ～約１．２７ｍｍの範囲であり得、歯間隔ＴＤは
、約１．０ｍｍ～約１．９４ｍｍの範囲であり得、ピッチＰは、約１．１０６ｍｍ～約２
．５４ｍｍの範囲であり得、及び歯高ＴＨは、約２．０３２ｍｍ～約６．８５８ｍｍであ
り得る。係合深さＥは、約０．５ｍｍ～約５ｍｍであり得る。歯の先端１１２の曲率半径
Ｒは、０．００１ｍｍ～約０．００９ｍｍであり得る。理論に束縛されるものではないが
、基底部における歯の長さＴＬは、約０．２５４ｍｍ～約１２．７ｍｍの範囲であり得、
歯幅ＴＷは、約０．２５４ｍｍ～約５．０８ｍｍの範囲であり得、歯間隔ＴＤは、約０．
０ｍｍ～約２５．４ｍｍ（又はそれ以上）の範囲であり得、ピッチＰは、約１．１０６ｍ
ｍ～約７．６２ｍｍの範囲であり得、歯高ＴＨは、０．２５４ｍｍ～約１８ｍｍの範囲で
あり得、及び係合の深さＥは、０．２５４ｍｍ～約６．３５ｍｍの範囲であり得ると考え
られている。開示された範囲のそれぞれに関して、寸法は、最小寸法から最大寸法までの
範囲内で、０．００１ｍｍの増分で変更可能であることが本明細書に開示され、本開示は
、範囲限界及び全ての中間寸法を０．００１ｍｍの増分（増分が０．０００１ｍｍの増分
で変化するものとして開示される曲率半径Ｒを除く）で教示することが本明細書に開示さ
れる。
【００６４】
　理論に束縛されず、かつ現在係属中の工具設計と一貫して、本発明の方法及び装置に他
の寸法を使用することも可能であると考えられる。例えば、基底部における歯の長さＴＬ
は、約０．２５４ｍｍ～約１２．７ｍｍの範囲であり得、４．４２ｍｍ、４．５７２ｍｍ
、及び約５．５６ｍｍを含むことができ、歯幅ＴＷは、約０．２５４ｍｍ～約５．０８ｍ
ｍの範囲であり得、１．７８ｍｍを含むことができ、歯間隔ＴＤは、約０．０ｍｍ～約２
５．４ｍｍの範囲であり得、２．０３２ｍｍを含むことができ、ピッチＰは、約１．１０
６ｍｍ～約７．６２ｍｍの範囲であり得、歯高ＴＨは、０．２５４ｍｍ～約１８ｍｍの範
囲であり得、５．０８ｍｍを含むことができ、及び係合深さＥは、０．２５４ｍｍ～約６
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．３５ｍｍの範囲であり得る。曲率半径は、約０．００ｍｍ～約６．３５ｍｍの範囲であ
り得る。開示された範囲のそれぞれに関して、寸法は、最小寸法から最大寸法までの範囲
内で、０．００１ｍｍの増分で変更可能であることが本明細書に開示され、本開示は、範
囲限界及び全ての中間寸法を０．００１ｍｍの増分（増分が０．０００１ｍｍの増分で変
化するものとして開示される曲率半径Ｒを除く）で教示することが本明細書に開示される
。
【００６５】
　一実施形態では、孔を形成したウェブ１の火山形構造物８及び／又は孔６を作製するた
めに、ＬＥ及びＴＥを、サメの歯のような形として説明され得る全体として錐体又は、錐
台形の点に向かってテーパー状に形成しなくてはならない。図１０に示されるように、全
体として先の尖った錐体のサメ歯形は、６つの側面１１４を有することができ、それぞれ
の側面は全体として三角形である。２つの側面の頂点は前縁ＬＥを作り、２つの側面の頂
点は歯１１０の後縁ＴＥを作る。先端縁又は後縁の頂点は比較的鋭くてもよく、又は丸い
曲率半径を有するように機械加工されてもよい。歯の先端の曲率半径は、０．０１３ｃｍ
（０．００５インチ）であり得る。
【００６６】
　他の歯の形を用いて孔を作製してもよい。例えば、図７に示されるように、図５に示さ
れる全体として錐体形を切頭して、先端１１２の鋭さを取り除いてもよい。切頭は、概ね
平らな領域１２０が歯１１０の遠位端に作られるように基底部１１１から既定の距離で行
うことができる。概ね平らな領域１２０は、歯１１０の横断面形に対応する面形を有する
ことができる。したがって、概ね平らな領域１２０は細長くてもよく、すなわち、幅寸法
より大きい長さ寸法及び歯１１０のアスペクト比に対応するアスペクト比ＡＲを有するこ
とができる。一実施形態では、平らな領域１２０は概して鋭い頂点で側面１１４に移行す
ることができるか、あるいは、その移行が曲率半径であって、滑らかで、丸く、平らな歯
の先端をもたらすことができる。
【００６７】
　別の実施形態では、図８に示されるように、歯１１０はローラー１０４の表面に対して
概ね垂直に延在する少なくとも１つの縁を有することができる。図８でローラー１０４の
部分斜視図に示されるように、例えば、サメのヒレに似た歯は、歯の先端１１２に向かっ
て角度をなして延在する前縁ＬＥ及び歯の先端１１２に向かって基底部１１１から概ね垂
直に延在する後縁ＴＬを有することができる。別の実施形態では、歯１１０は同じ形を有
することができるが、前縁と後縁が逆になり、したがって、概ね垂直の縁が前縁になる。
【００６８】
　図９は、図８に示したローラー１０４の部分の上面図である。図の実施形態には様々な
寸法が示されており、前縁及び後縁を作っている側面１１４がなす角度が含まれる。同様
に、図１０は、図８に示される歯の詳細であり、代表的な寸法を示す。概して、図の寸法
は、使い捨て吸収性物品のトップシートとして有用な３次元成形フィルムの作製に有益で
あると現在考えられているが、全ての寸法は前駆体ウェブ２０の所望の孔の密度、間隔、
サイズ、及びウェブの型式に依存して必要に応じて変えられてもよい。
【００６９】
　理論に束縛されるものではないが、比較的鋭い先端を歯１１０に有することは、歯１１
０が前駆体ウェブ２０を「きれいに」、すなわち局所的かつ明確に、穿刺貫通することを
可能にするので、結果的にもたらされる孔を形成したウェブ１は、主に「エンボス加工」
のものというよりむしろ主に「孔を形成した」のものとして説明され得る。一実施形態で
は、前駆体ウェブ２０の穿刺はウェブ２０をほとんど変形しないきれいな穿刺であるので
、結果的にもたらされるウェブは実質的に２次元の穿孔ウェブとなる。
【００７０】
　孔を形成したフィルム
　２つの代表的な３次元の孔を形成した成形フィルムウェブ１を図１１～１４の顕微鏡写
真に示す。図１１は、１平方メートル当たり約２５グラムの坪量を有する概ね平面のポリ



(16) JP 2012-517536 A 2012.8.2

10

20

30

40

50

エチレンフィルム前駆体ウェブ２０から作製した３次元の孔を形成したウェブ１の部分を
示す。図１１に示される孔６は、前駆体ウェブ２０を恒久的に変形させて第１の側面１２
から外向きに延びる複数の個別の離間配置された火山様構造物８を形成するために、伸張
され押し通された前駆体ウェブ２０を有する加熱されたロール１０４上の歯１１０の作用
によって形成された。図１２～１５に示されるようなウェブは、約９３℃（２００°Ｆ）
に加熱されたロール１０２及び１０４のつかみ部１１６を通して加工することによって作
製することができる。概して、装置１００のライン速度及び十分な加熱は、歯１１０のサ
イズ、いずれかのロールの巻きの角度、並びに／又は前駆体ウェブ２０の型式及び坪量に
依存するものであり、それら全ては当該技術分野において周知の手段によって必要に応じ
て変えてもよい。
【００７１】
　図１２の横断面に示されるように、孔６は火山様構造物８を通して孔を形成したウェブ
１の第１の側面１２と第２の側面１４とを流体蓮通させる。火山様構造物８は、Ｚ方向に
有意な配向を有する変形されたフィルムの連続した側壁９を有し、使用中のＺ方向の圧縮
に抵抗することができるよう比較的剛性であり得る。図１２及び１３の孔を形成したウェ
ブ１の非変形部分は、流体不透過性であり得る。
【００７２】
　孔を形成したウェブ１の単位面積当りの孔６の数、すなわち孔６の面密度は、１平方セ
ンチメートル当たり１つの孔６から、１平方センチメートル当たり最高６０個の孔６まで
の範囲で変化させてもよい。最終用途に応じて、１平方センチメートル当り少なくとも１
０個、又は少なくとも２０個の孔６が存在し得る。一般的に、面密度は、孔を形成したウ
ェブ１の全領域に渡って均一である必要はないが、孔６は、線、ストリップ、バンド、円
などのような、予め定められた形状を有する領域内のような、孔を形成したウェブ１のあ
る領域内にのみに存在し得る。一実施形態では、孔を形成したウェブ１が、例えば生理ナ
プキンのトップシートとして使用される場合、孔６は、流体の浸入が生じるパッドの中央
部に対応する領域のみに存在してもよい。
【００７３】
　したがって、成形装置１００との関連で理解できるように、孔を形成したウェブ１の孔
６は、概ね平面かつ２次元と称することのできる前駆体ウェブ２０を機械的に変形させる
ことによって作製される。「平面」かつ「２次元」とは、火山形構造物８の形成によって
付与された明確な平面外のＺ方向の３次元性を有する孔を形成したウェブ１と比較して、
ウェブが平坦であることを単純に意味する。「平面」かつ「２次元」は、任意の特定の平
坦さ、平滑さ、又は次元性を暗示する意味ではない。したがって、柔らかい繊維状の不織
布ウェブは、その作られたままの状態において平面であることができる。前駆体ウェブ２
０がつかみ部１１６を通るにつれて、ロール１０４の歯１１０はロール１０２の溝１０８
に入り、同時に材料を前駆体ウェブ２０の平面外に促して、恒久的な火山様構造物８及び
孔６を形成する。実質的に、歯１１０は前駆体ウェブ２０を「押す」又は「穿刺」する。
歯１１０の先端部が前駆体ウェブ２０を押して貫通すると、ウェブ材料を歯１１０によっ
て前駆体ウェブ２０の面外に促すことができ、Ｚ方向に伸張及び／又は塑性変形させるこ
とができ、結果的に恒久的な火山様構造物８及び孔６の形成がもたらされる。前駆体ウェ
ブの延性及び他の、ガラス転移温度及び結晶性のような材料特性は、比較的恒久的な３次
元変形を孔を形成したウェブ１がどれだけ保持するかを決定する。
【００７４】
　図１３及び１４は、前駆体ウェブ２０が平らなフィルムではなく、微小な段差２によっ
て事前に非平滑化されたフィルムである、３次元の孔を形成したウェブ１の別の実施形態
を示している。段差２は、突出部、エンボス、穴などであることができる。図示されてい
る実施形態では、段差２もまた、ハイドロフォーミングプロセスによって形成された火山
形のミクロ孔である。好適なハイドロフォーミングプロセスは、１９８６年９月２日にＣ
ｕｒｒｏらに発行された米国特許第４，６０９，５１８号に開示されている多相ハイドロ
フォーミングプロセスの第１の相である。図１４及び１５に示されるウェブに利用される
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ハイドロフォーミングスクリーンは「１００メッシュ」スクリーンであって、このフィル
ムはＴｒｅｄｅｇａｒ　Ｆｉｌｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ（インディアナ州Ｔｅｒｒｅ　Ｈａ
ｕｔｅ）から入手された。孔６は、装置１００においてロール１０４の歯１１０によって
形成された。
【００７５】
　図１４の横断面に示されるように、一実施形態では、ロール１０４の歯１１０によって
形成される孔６は第１の側面１２から離れる方向に延在し、一方、ハイドロフォーミング
によって形成されるミクロ孔のような段差２は第２の側面１４から離れて延在する。また
、段差２は、柔軟な触感を提供するテクスチャーをもたらす孔のない突出部、微細繊維、
又はエンボスであることができる。柔軟さは、使い捨て吸収性物品にウェブ１がトップシ
ートとして使用されるときに有益であり、火山形構造物８及び孔６を形成するための本明
細書に開示された方法は、特に、火山形構造物８及び孔６が使い捨て吸収性物品の生産ラ
インで作製されるとき、微細なテクスチャーの段差２の保存に効果的である。このように
して、柔軟で順応性のある使い捨て吸収性物品用トップシートは、物品の身体に面する表
面として第２の側面１４が段差２を有する孔を形成したウェブ１を用いるときに実現する
ことができる。
【００７６】
　図１１～１４に示されているフィルム実施形態の孔６は、図２に示されているような装
置上で作製しており、図２では、装置１００は、１つのパターン付きロール、例えばロー
ル１０４、及び１つのパターン無し溝付きロール１０２を有するように配列されている。
しかしながら、特定の実施形態において、それぞれのロールの同一の、又は異なる対応区
域において、同一の、又は異なるパターンを有する２つのパターン付きロールを使用する
ことによってつかみ部１１６を形成することが好ましいこともある。このような装置は、
孔を形成したウェブ１の両側から突出している孔６と共に、孔を形成したウェブ１内にマ
クロのテクスチャー、例えば、段差、ミクロ孔、又はミクロパターンがエンボスされたウ
ェブを作製することができる。同様に、追加的な構造物８及び／又は孔６を有するように
孔を形成したウェブ１を再加工するように、複数の装置１００を有することが望ましい場
合がある。例えば、孔を形成したウェブ１上の火山形構造物８のより高い面密度は、２つ
以上の装置１００を通して前駆体ウェブ２０を加工することによって達成され得る。
【００７７】
　また、孔を形成したウェブ１の特性及び特徴を変化させるために、歯１１０のサイズ、
形、配向、及び間隔をロール１０４の周辺及び幅に沿って変えてもよいことも想到される
。孔６の数、間隔、及び大きさは、歯１１０の形、数、間隔、及び大きさを変えると共に
、必要に応じてロール１０４及び／又はロール１０２に対応する寸法的変化を加えること
によって変えることができる。この変化は、前駆体ウェブ２０において可能な変化及び加
工工程における、例えばライン速度、ロール温度のような変化、並びに他の加工後の変化
とともに、多くの目的のために多くの異なる孔を形成したウェブ１を作製することを可能
にする。
【００７８】
　本明細書に記載されているプロセスによって生成された孔のサイズは、対応する歯１１
０のサイズ及び形並びに他の前述のプロセスパラメーターに関係するが、孔の実際の形が
、前駆体ウェブ２０を形成する長鎖分子の分子配向との相対的なロール１０４上の歯１１
０の配向に関係することが見出された。言い換えれば、フィルムの分子配向に対してある
角度をなして置かれた歯が、フィルムの分子配向に対して平行に整列した歯によって形成
された細長い形の孔のアスペクト比より比較的小さいアスペクト比（Ｌ／Ｗ）を有する楕
円形の孔を形成することが見出された。事実、フィルムの分子配向に対して垂直に整列し
た歯は、１．０に近いアスペクト比（Ｌ／Ｗ）を有する楕円形の孔を形成し、フィルムの
分子配向に対して平行に整列した歯は、５．０を超えるアスペクト比を有する孔を形成し
得ることが見出された。
【００７９】
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　理論によって束縛されるものではないが、歯はフィルムウェブを穿刺するとき、長鎖分
子を切断又は破壊して、分子の引き離しを引き起こす。歯が加熱されると、応力緩和又は
融解が生じて、長鎖分子の収縮を引き起こす一方でそれを平衡点に戻すことができる。結
果的に、ＭＤ配向の歯は、ＭＤ配向のフィルムを穿刺するときに、より少ない長鎖分子に
影響を及ぼしてスリットをもたらし、ＣＤ配向の歯は、ＭＤ配向のフィルムにおいてより
多くの長鎖分子に影響を及ぼすので、より大きくより丸い孔をもたらすと考えられる。し
たがって、最小アスペクト比を有する楕円形の孔の形成は、歯の配向とフィルムの分子配
向との相対角度が０°を超えるように、好ましくは歯の配向とフィルムの分子配向との相
対角度が約３０°～約９０°の範囲であるように、歯の配向及び／又はフィルムの分子配
向を変更することによって達成し得ることが見出された。より好ましくは、相対角度は約
９０°である。
【００８０】
　例えば、図２に示される成形装置１００のロール１０４上の歯１１０は、歯の横断面長
さＴＬがＭＤに整列するように配向される。そのようなＭＤ整列の歯は、ＭＤに優勢な分
子配向を有するフィルムにスリット又は細長い形の孔を生成することができる。これと比
べ、歯の横断面長さＴＬがＣＤに整列するように配向した歯１１０の場合、歯は、ＭＤに
優勢な分子配向を有するフィルムに楕円形の孔を生成することになる。したがって、最小
アスペクト比、好ましくは約４．０未満のアスペクト比を有するＭＤ配向のフィルムに孔
を生成するために、ロール上の歯の配向を構成することができる。
【実施例】
【００８１】
　（実施例１）
　試料は、マイクロ孔を有する１００メッシュのフィルムを０．１３ｃｍ（０．０５０イ
ンチ）のピッチの成形装置に通すことによって作製した。試料１では、歯をＭＤに配向し
た。試料２では、歯をＣＤに配向した。両方のフィルムを、温度７５℃及びライン速度１
５メートル／分（５０フィート／分）で加工した。試料１の図１５ａは、ＭＤ配向の歯に
よって生成された孔を示し、試料２の図１５ｂは、ＣＤに配向された歯によってもたらさ
れた。図のように、孔の長さは同じままだが、幅は増加し、それによってアスペクト比は
減少している。
【００８２】
【表１】

【００８３】
　（実施例２）
　フィルムの分子配向に対する歯の配向の影響を評価することができるように、歯に対し
てフィルム試料を配向することによって試料に孔を形成した。０．１３ｃｍ（０．０５０
インチ）のピッチの噛み合いプレートを、米国特許第７，０２４，９３９号及び同第７，
０６２，９８３号に記載されている高速リサーチプレス上で用いて、１００メッシュのフ
ィルム試料に孔を形成した。試料を矩形の試験片（５０ｍｍ×２００ｍｍ）に切断した。
５つの異なる試料を用意し、それぞれをフィルムの機械方向に対して異なる角度で切断し
た。試料３では、試料はフィルムの機械方向と整列させて切断し、したがってこれは、０
°の配向角度を有するとして指定される。試料７は、試料の長さ寸法をフィルムの横断方
向と整列させて切断し、したがってこれは、９０°の配向角度を有するとして指定される
。その他の試料は、フィルムの機械方向に対して３０°、４５°、及び６０°で切断した
。試験では、試料の長さ寸法を噛み合いプレート上の歯の横断面長さ寸法と整列させた。
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このようにして、歯の横断面長さ寸法と、フィルムの優勢な分子配向（ＭＤ）との間の角
度を変えて、孔の質への影響を決定した。両方の工具プレートの温度は１００℃に設定し
、条件は、ロール直径２０５．８４ｍｍ、ウェブ速度７．０メートル／秒（滞在時間６９
ミリ秒）、及び係合深さ２．３９ｍｍとなるように設定した。１０個の孔の長さ及び幅を
測定して平均し、アスペクト比を計算した。下表に示す結果は、フィルムの機械方向に対
して角度をなして配向された歯で孔が形成された試料のアスペクト比が、歯とフィルムの
機械方向とを同じ方向に整列させたものより低いアスペクト比を有することを実証してい
る。図１６ａ～１６ｅは試料３～７にそれぞれ形成された孔の顕微鏡写真である。
【００８４】
【表２】

【００８５】
　代替方法として、フィルムに孔を形成する前に、フィルムを塑性変形させることによっ
て分子配向を修正して、歯の配向とフィルムの分子配向との間の相対角度を最適化しても
よい。例えば、ＭＤ配向のフィルムの分子配向を、ウェブを塑性変形させることによって
ＣＤに変更し、ＣＤに配列された長鎖分子をより高い割合でもたらすことができる。好ま
しくは、優勢な分子配向がＭＤからＣＤに変更されるように、ＭＤ配向のフィルムを塑性
変形させることができる。次いで、修正されたウェブは、低減されたアスペクト比を有す
る楕円形の孔をもたらすＭＤ配向の歯によって形成されるつかみ部を通過することができ
る。
【００８６】
　前駆体ウェブの分子配向を修正するために、ウェブを伸張するか又は予ひずみを与えて
、図１に示される成形装置１００を通過させる前にウェブを塑性変形させる。一実施形態
では、ウェブを漸増的伸張によって塑性変形させて前駆体ウェブを伸張することができる
。本明細書で使用するとき、用語「漸増的伸張」は、リングロール加工とも呼ばれ、緊密
に離間した位置でウェブが支えられ、次いで、これらの緊密に離間した位置の間でウェブ
の支えられていない区間が伸張されるプロセスである。これは、ウェブの移動方向に対し
て垂直の回転軸を有する対の噛み合い波形ロールの間に形成されたつかみ部にウェブを通
過させることによって達成し得る。機械方向及び横断方向の伸張のために設計された漸増
的伸張ロールは、米国特許第４，２２３，０５９号に記載されている。
【００８７】
　図１７は、それぞれの対向する駆動ロールの歯２５２と溝２５４との間の材料のウェブ
２３４を漸増的に伸張させるつかみ部における、それぞれの対向する駆動ロールの歯２５
２と溝２５４との相互係合を示す、拡大された断片的な横断面図である。図示されるよう
に、不織布ウェブであり得るウェブ２３４の部分が、相互係合する歯と溝との間に受け入
れられている。歯と溝との相互係合により、ウェブ２３４の横方向に間隔の離れた部分が
、歯２５２によって対向する溝２５４の中に押し込まれている。駆動ロールの間を通過し
ているうちに、対向する溝２５４の中にウェブ２３４を押し込んでいる歯２５２の力が、
ロール上の歯及び溝の配向次第で機械方向又は機械横方向に作用する引張応力をウェブ２
３４内に課す。引張応力は、隣接する歯２５２の先端の間に存在する及びその間の空間を
渡る中間ウェブ区域２５８を、機械方向又は機械横方向に伸張させる又は伸ばすことがで
き、このことは、中間ウェブ区域２５８のそれぞれにおいて、ウェブ厚さの局部的減少と
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で、繊維の再配向、坪量の低下、及び制御された繊維破壊を引き起こすことができる。
【００８８】
　隣接する歯の間に存在するウェブ２３４の部分は局所的に伸張されるが、歯の先端と接
触しているウェブの部分は、同程度の拡張を受けない可能性がある。歯２５２の丸い外側
端部の表面と歯の外側端部において歯表面に接触しているウェブ２３４の隣接区域２６０
との間に存在する摩擦力のために、歯の外側端部の歯表面に相対的なウェブ表面のこれら
の部分の摺動運動は、最小限である。その結果、場合によっては、歯先端の表面に接触し
ているウェブの区域におけるウェブ２３４の特性は、中間ウェブ区域２５８に生じるウェ
ブ特性の変化と比較して、わずかしか変化しない。
【００８９】
　ポリプロピレン、ポリエチレン、及びポリエステルを含むいくつかの材料は、商業用生
産での漸増的伸張に伴う高速のひずみに耐えることができない。そのような材料は、米国
特許公開出願第２００８／０２２４３５１　Ａ１号に記載されているプロセス装置に従っ
て低速度のひずみで漸増的に伸張することができる。本公開特許は、比較的低いひずみ速
度でウェブを漸増的に伸張させるための駆動部材を使用する、方法及び装置を提供する。
駆動部材は、駆動ベルト及び単一の駆動部材を包含し、駆動ベルト及び単一の駆動部材が
、補完し、変形域においてある係合深さで相互に係合する、複数の歯及び溝を含む。係合
深さは、変形域にわたって直線的に増加可能である。代表的な実施形態では、変形域は、
変形域内で駆動ベルトと単一の駆動部材との間に挿入されたウェブが低ひずみ速度で漸増
的に伸張されるように、変形域の少なくとも一部にわたって直線的に増加するように制御
することができる。
【００９０】
　本発明で有用な別の型式の伸張装置はテンターである。テンターは、フィルム伸張プロ
セスでの横方向の伸張に使用されてきた。テンター装置は、フィルムの対向する縁に沿っ
てフィルムを把持する握り部又はクリッパーを有する。伸張は、長手方向の動きに対する
対向する縁の握り部又はクリッパーの開きによって生じる。そのような装置は、米国特許
第３，８１６，５８４号に記載されている。
【００９１】
　ウェブを塑性変形させるための他の方法としては、ハイドロフォーミング及び真空成形
が挙げられる。
【００９２】
　伸張の後、ウェブは、対の逆回転噛み合いロール１０２及び１０４を備えるつかみ部１
１６へ機械方向に続行する。対の噛み合いロール１０２及び１０４は、ウェブ１に孔を形
成するように動作する。噛み合いロール１０２及び１０４を図２により詳細に示す。
【００９３】
　（実施例３）
　フィルム試料は、ＡＳＴＭ　Ｄ２７３２－０３の方法に従って収縮試験される。正方形
の試料（それぞれの片は１０ｃｍ（４インチ））を１００メッシュのフィルムから切断し
、１００℃のグリセロールに３０秒間含浸してから取り出し、寸法を再測定した。それぞ
れの材料について５つの標本を試験し、結果を平均した。予ひずみを与えないと、１００
メッシュのフィルム試料は機械方向での収縮を呈したが、横断方向では呈さず、この材料
が機械方向において優勢な配向であることを示した。ウェブを横断方向に漸増的に伸張す
ることによってフィルムに予ひずみを与えた。漸増的伸張後、１００メッシュの試料は横
断方向での追加的収縮を呈し、分子配向が横断方向にも導入されたことを示した。表１の
データは、横断方法の収縮の規模（及びしたがって分子配向）が、リングロール加工中に
採用された係合深さとともに増加することを実証している。
【００９４】
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【表３】

【００９５】
　（実施例４）
　ウェブの予ひずみが孔に与える影響を例示するために、孔開け前に１００メッシュのフ
ィルムをリングロール加工した。０．１３ｃｍ（０．０５０インチ）のピッチの噛み合い
ロールを３９６メートル／分（１３００フィート／分）の速度でオンラインで使用し、１
００メッシュのフィルムに孔を形成した。下記に示したデータは、孔開け前にフィルムを
リングロール加工することが孔のアスペクト比の減少、孔のサイズの増加、及びフィルム
の空気透過性の増加をもたらすことを例示している。図１８ａ～１８ｄは試料８～１１に
それぞれ形成された孔の顕微鏡写真である。
【００９６】
【表４】

【００９７】
　（実施例５）
　フィルムへの予ひずみあり及びなしで、平らなフィルムに孔を形成した。０．１３ｃｍ
（０．０５０インチ）のピッチの噛み合いプレートを高速リサーチプレス上で使用して、
平らなフィルム試料（インディアナ州Ｔｅｒｒａ　ＨａｕｔｅのＴｒｅｄｅｇａｒ　Ｆｉ
ｌｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓから入手したＴＳ３　Ｆｌａｔフィルム）に孔を形成した。孔形
成プレート温度は１００℃に設定し、結合リングロールプレート温度は２２℃に設定した
。プロセス条件は、２．６ｍｍの係合深さで３．１２５メートル／秒のウェブ速度になる
ように設定した。その結果得られたフィルム（試料１２）は、わずかに開いた、スリット
のように見える、アスペクト比が２０の孔を有していた。同じフィルムの別の試料は、高
速リサーチプレス上で同じ条件下で孔を開ける前に、横断方向に手で５０％伸張した。そ
の結果得られたフィルム（試料１３）は、アスペクト比が３．４の開いた孔を有していた
。図１９ａ及び１９ｂは試料１２及び１３にそれぞれ形成された孔の顕微鏡写真である。
【００９８】
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【表５】

【００９９】
　ゾーンに予ひずみを与え、ひずみを与えられた領域と与えられていない領域を有するウ
ェブを形成してから前駆体ウェブに孔を形成し、ひずみを与えられた領域と与えられてい
ない領域で異なる孔径をもたらすことができる。ひずみを与えられた領域と与えられてい
ない領域は連続であっても不連続であってもよく、ＭＤ及びＣＤの両方に行うことができ
る。
【０１００】
　（実施例６）
　孔を開ける前に、１００メッシュのフィルムをゾーンで漸増的に伸張して、それぞれの
ゾーンが異なる孔径を有する孔のゾーンを形成した。１００メッシュのフィルムの試料を
、その中央部分だけが作用されるように、ピッチ０．１０ｃｍ（０．０４０インチ）、幅
７．６ｃｍ（３インチ）のリングロールに通した。リングロールの係合深さは、０．１１
ｃｍ（０．０４５インチ）であった。次いで、ピッチ０．１３ｃｍ（０．０５０インチ）
の成形装置を、係合深さ０．１１ｃｍ（０．０４５インチ）、ライン速度３９６メートル
／分（１３００フィート／分）で使用して、フィルムに孔を形成した。歯付きロールの温
度は９４℃、結合ロールの温度は９９℃であった。得られた孔を形成したフィルムは、大
きい孔を有する中央帯と、より小さい孔を有する側部帯を有していた。
【０１０１】
　積層体
　孔を形成したウェブ１は、例示の実施形態において、単層の前駆体ウェブ２０から作製
される単層のウェブとして開示されているが、必ずしもそうでなくてもよい。例えば、２
つ以上の層又はプライを有する積層体又は複合体である前駆体ウェブ２０を使用してもよ
い。概して、孔を形成したウェブ１の上記説明は、側壁９が１つ以上の前駆体ウェブ材料
を含む積層前駆体から形成されたウェブ１が火山様構造物８で構成され得るという認識を
含む。例えば、複合前駆体ウェブの材料の１つが非常に低い伸展性を有する場合、歯１１
０は概ねきれいに穿刺することができ、したがって、火山様構造物の側壁９に材料を寄与
しない。したがって、複合体又は積層体の前駆体ウェブ２０から作製された３次元ウェブ
は、全ての前駆体ウェブ材料より少ない材料を含む火山様の側壁９を孔６に含むことがで
きる。
【０１０２】
　図２０Ａ～２０Ｃは、第１の表面１２と第２の表面１４とを有する２層複合体ウェブ１
の多様な構成の概略図を示し、第２の表面１２から火山形構造物８が延出している。概し
て、２０Ａ及び２０Ｂとして指定された２つの前駆体ウェブのそれぞれは、高分子フィル
ム又は不織布ウェブのいずれかであることができ、上述のような装置１５０又は２００に
よって、層をなす関係においてともに加工される。延性及び伸展性のようなそれぞれの特
性によっては、前駆体ウェブ２０Ａ又は２０Ｂの一方が延出して、図１９Ａ及び１９Ｃに
示したような３次元の火山様構造物８を形成することができるという結果になり得る。前
駆体ウェブ２０Ａ又は２０Ｂの他方は、単に穿刺されて、２次元の孔を形成し、したがっ
て実質的に３次元の構造物を一切形成しないことができる。しかし、図１９Ｂに示すよう
に、前駆体ウェブ２０Ａ又は２０Ｂの両方が平面外に延出して、３次元の火山様構造物８
を形成してもよい。
【０１０３】
　複合積層体の前駆体ウェブ２０から作製される多層の孔を形成したウェブ１は、単層の
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孔を形成したウェブ１に勝る有意な利点を有することができる。例えば、２つの前駆体ウ
ェブ２０Ａ及び２０Ｂを用いる多層の孔を形成したウェブ１からの孔６は、２つの前駆体
ウェブをともに「ロック」する「入れ子」の関係になった繊維（不織布ウェブの場合に）
又は伸張フィルム（フィルムウェブの場合に）を含むことができる。このロックする構成
の１つの利点は、入れ子状態が、層間の接着剤又は追加的な熱結合を用いずに又は必要と
せずに積層体ウェブを形成することを可能にすることであるが、接着剤又は熱結合は存在
してもよい。他の実施形態では、隣接するフィルム層より大きい伸展性を不織布ウェブ層
の繊維が有するように、多層ウェブを選択することができる。そのようなウェブでは、不
織布層から繊維を押し上げて、火山形構造物８の側壁９にほとんど又は全く材料を寄与せ
ずに上位フィルム層に通すことによって、孔６を生成することができる。
【０１０４】
　多層の孔を形成したウェブ１では、それぞれの前駆体ウェブは異なる材料特性を有する
ことができ、それによって、孔を形成したウェブ１に有益な特性をもたらすことができる
。例えば、２つ（以上）の前駆体ウェブ（例えば、第１及び第２の前駆体ウェブ２０Ａ及
び２０Ｂ）を備える孔を形成したウェブ１は、使い捨て吸収性物品のトップシートとして
使用するために有益な流体取扱い特性を有することができる。使い捨て吸収性物品での優
れた流体取扱いのために、例えば、第２の前駆体ウェブ２０Ｂは、上位フィルム層（すな
わち、使い捨て吸収性物品のトップシートとして使用されるときに身体に接触する面）を
形成することができ、比較的疎水性のポリマーで構成されることができる。第１の前駆体
ウェブ２０Ａは不織布の繊維状ウェブであることができ、比較的親水性の繊維から構成さ
れる下位層（すなわち、使い捨て吸収性物品で使用されるとき、トップシートと吸収性コ
アとの間に配置される）を形成することができる。上位の比較的疎水性の層の上に沈着し
た流体は、すばやく下位の、比較的親水性の層に送られることができる。使い捨て吸収性
物品の用途によっては、それらの層の相対的疎水性を逆にするか、又は別の方法で修正し
てもよい。概して、孔を形成したウェブ１の流体取扱い特性を最適化するために、孔を形
成したウェブ１の様々な層の材料特性を、当該技術分野において既知の手段によって変更
又は修正することが可能である。
【０１０５】
　使い捨て吸収性物品に使用するための孔を形成したウェブを形成するための上述のよう
な装置１５０又は２００の明確な便益は、そのような物品を作製するための既存のプロセ
スにおいて、装置１５０又は２００を単位操作として適応し、位置づける能力である。例
えば、孔を形成したウェブ１は、生理用ナプキンのような吸収性物品のトップシートであ
ってもよい。おそらくは地理的に遠隔な場所でオフラインで孔を形成したウェブを作製す
るのでなく、生理用ナプキンを作製する生産ラインに成形装置１５０をトップシート材料
の供給とともにラインに含めて設置することによって、孔を形成したウェブ１をオンライ
ンで作製することができる。そのようにすることは、いくつかの明確な利点をもたらす。
第１に、生理用ナプキン生産ラインに直接に、トップシートに孔を開ける成形装置１５０
を有することは、真空成形又はハイドロフォーミングのような従来のプロセスによって作
製されると費用がかさむ場合がある、孔を形成したウェブを購入する必要をなくす。第２
に、生理用ナプキン生産ライン上での孔の形成は、３次元の火山形領域がさらされる圧縮
及び平坦化の量を最小限にする。例えば、３次元の孔を形成した成形フィルムウェブを生
産しロールで出荷すると、成形フィルムの孔のかなりの量の圧縮及び圧縮永久歪みが起こ
る。そのような圧縮は、流体透過性トップシートとしてのウェブの動作に悪影響を及ぼす
。第３に、歯付きの領域が既定のパターンで作製されるように歯付きロール１０４を構成
することによって、孔を形成したトップシートの孔を形成した部分を既定パターンで形成
することができる。例えば、孔が生理用ナプキンの中間部分にのみ配置される場合に、ト
ップシートをオンラインで作製することができる。同様に、孔を形成した領域が、チャネ
ル、しるし、色信号などを含む他の可視の構成要素と位置合わせされるように孔を形成す
ることができる。
【０１０６】
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　本明細書に開示されている寸法及び値は、列挙した正確な数値に厳しく制限されるもの
として理解すべきではない。それよりむしろ、特に規定がない限り、こうした各寸法は、
列挙された値とその値周辺の機能的に同等の範囲との両方を意味することが意図される。
例えば、「４０ｍｍ」として開示された寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図す
る。
【０１０７】
　明示的に除外されるか、あるいは限定されない限り、本明細書に引用するすべての文書
は、相互参照する、又は関連するいかなる特許又は特許出願をも含めて、参照によってそ
れらのすべての内容が本明細書に組み込まれる。いかなる文書の引用も、それが、本願に
て開示若しくは特許請求される発明に対する先行技術であること、又は、それが単独で、
あるいは任意の他の参照文献との組み合わせで、そのようないかなる発明をも教示、暗示
、又は開示することを認めるものではない。更に、本書における用語の意味又は定義が、
参照によって組み込まれる文書における同じ用語の意味又は定義と対立する限りにおいて
、本書においてその用語に与えられた意味又は定義が優先されるものとする。
【０１０８】
　本発明の特定の実施形態が例示され、記載されてきたが、本発明の趣旨及び範囲から逸
脱することなく、他の様々な変更及び修正を実施できることが、当業者には明白であろう
。したがって、本発明の範囲内にあるそのようなすべての変更及び修正を、添付の「特許
請求の範囲」で扱うものとする。
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